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総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 

石油・天然ガス小委員会（第10回）・鉱業小委員会（第５回） 

合同会合 

 

日時 令和元年10月４日（金）10：00～12：02 

場所 経済産業省本館17階第１特別会議室 

 

１．開会 

○和久田政策課長 まだ池内先生がお見えでないようでございますけれども、定刻になりました

ので、総合資源エネルギー調査会の資源燃料分科会石油・天然ガス小委員会及び鉱業小委員会の

合同会合を開催いたしたいと思います。 

 本会議の事務局を務めさせていただきます、資源エネルギー庁資源エネルギー部政策課長の和

久田です。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところ、ご就任いただきまして、また、本日ご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。それから、オブザーバーの方々におかれまして

も、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 委員会の委員につきましては、白石資源・燃料分科会長の指名に基づきまして就任いただいて

おります。それから、委員長につきましても、白石分科会長の指名に基づき、早稲田大学の平野

正雄委員にご就任いただいております。 

 それでは、平野委員長に一言ご挨拶をいただくとともに、以後の議事進行をお願いいたします。 

○平野（正）委員長 おはようございます。今回、この石油・天然ガス小委員会及び鉱業小委員

会の委員長を仰せつかった平野でございます。 

 今、和久田さんのほうからもご説明がありましたように、昨今、この資源・燃料分科会、私も

そこで委員を務めておるんですが、そこにおきまして新たな国際資源戦略を構築すべしという、

こういう提言が出ました。そういう流れで、今回この２つの合同委員会というものが発足いたし

まして、私も委員長を務めさせていただくということになりました。 

 非常に重大なテーマであることは言うまでもないんですが、審議の回数というのも限られてお

りますので、ぜひ皆様方、大勢の委員の方々、ご就任いただいていますけれども、活発なご議論

をこの場でお願いいたしたいと思いますし、それから、多くのオブザーバーの方々、それから、

今回は役所のほうからも関係課長皆様がご出席いただいておりますので、オブザーバーの方々、



2 

 

それから課長の方々、役所の方々も適宜ご発言をいただいて審議を深めていただければというふ

うに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、事務局から、今回石油・天然ガス小委員会及び鉱業小委員会に就任された委員のご紹介、

それから資料の確認をお願いいたします。 

○和久田政策課長 まず、今回参加いただく委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

 お手元に名簿がございますが、まず石油・天然ガス小委員会の委員として、東京大学の池内委

員、渥美坂井法律事務所の島委員、成城大学の平野創委員、日本テレビ放送網株式会社の宮島委

員。それから、本日ご欠席ですが、日本エネルギー経済研究所の豊田委員と国際環境経済研究所

の竹内委員にもご就任をいただいております。なお、本日は豊田委員の代理として森川研究主幹

にお越しをいただいております。 

 それから、鉱業小委員会の委員として、政策研究大学院大学の飯塚委員、日本メタル研究所の

川口委員、早稲田大学の所委員。それから、本日ご欠席ですが、東京大学の縄田委員。また、宮

島委員と豊田委員には、石油・天然ガス小委員会に加えて鉱業小委員会の委員としてもご就任を

いただいております。 

 引き続きまして、当会議にオブザーバーとして参加される皆様をご紹介したいと思います。 

 まず、こちらの左側のテーブル、手前のほうですが、石油連盟の押尾常務理事、本日は奥田専

務理事の代理としてご出席をいただいております。それから、全国石油商業組合連合会の坂井常

務理事、本日は加藤副会長・専務理事の代理としてのご出席でございます。それから、その隣で

すけれども、日本鉱業協会の笹本理事兼企画調査部長、本日は加藤副会長の代理としてご出席を

いただいております。その隣が、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、定光理事。そ

れから、反対側のテーブルになりますけれども、石油鉱業連盟の川口専務理事、本日は田中政策

問題小委員会委員長の代理としてご出席をいただいております。その隣が日本ＬＰガス協会の吉

田専務理事。その隣が天然ガス鉱業会の渡辺専務理事です。 

 ご紹介は以上となります。 

 次に、議事の進行や資料など事務的な説明をさせていただきたいと思いますが、まず、この会

議は一般公開の形式で開催をしたいと思っております。資料、それから議事録は公表いたします。 

 それから、会議はペーパーレスで開催をいたします。お手元のタブレットでフォルダをごらん

いただきまして、その中に議事次第、それから委員名簿、それから新・国際資源戦略策定に向け

た論点という資料がございます。ご確認いただければと存じます。 

 資料は以上になります。 
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○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に移る前に、南資源・燃料部長より一言お願いをしたいと思います。 

○南資源・燃料部長 資源・燃料部長、南でございます。 

 今日は、お忙しい中、ご出席どうもありがとうございます。 

 今回の検討ですが、先ほど委員長からもお話がありましたように、７月31日に資源・燃料分科

会にて新たな国際資源戦略を策定すべきだといったご意見、ご提言をいただきまして、その国際

資源戦略を経済産業省として作るに当たって、幅広い皆様からのご意見をいただこうということ

で開催するものであります。 

 ７月31日以降も、中東の方では幾つか議論、幾つか事件も起きておりますし、また、他方、地

球環境問題との関係でも大きな国際会議なども行われているところであります。これから資源戦

略を作るに当たって、貴重なご意見をいただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願い

したいと思います。ありがとうございます。 

○平野（正）委員長 どうもありがとうございました。 

 

２．議事 

 新・国際資源戦略の策定に向けた論点について 

○平野（正）委員長 それでは、議事に移りたいと思います。 

 まず、新・国際資源戦略の策定に向けた論点、これについて事務局のほうからご説明をお願い

したいと思います。 

○和久田政策課長 それでは、まずプレスの方は、撮影がここまでということですので、これ以

降は傍聴ということでお願いしたいと存じます。 

 それでは、まず事務局のほうから資料をご説明したいと思いますけれども、資料の３を開いて

いただければと存じます。 

 １ページ目ですけれども、まず、今回の議論の位置づけ、それから石油・天然ガス、鉱物資源、

カーボンリサイクルという分野ごとに、それぞれの現状と課題、それから論点について事務局か

らご説明をさせていただきたいと思います。 

 ２ページ目以降、今回の議論の位置づけということでございますけれども、まず冒頭に、先ほ

ど来申し上げていますとおり、今回のこの小委員会での議論については、７月31日の資源・燃料

分科会の報告書で提言された新たな国際資源戦略を作るという中で、どういった課題があり、ど

ういった内容を盛り込んでいくべきかということを、ぜひ皆様の専門的知見からご議論いただき

たいというような背景でございます。 
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 その上で、私どもの資源エネルギー庁なり、あるいは様々な審議会の中でも、これまでいろん

な形で戦略というものは出してきておりまして、例えば最近ですと、2012年に資源確保戦略とい

う形で戦略を出したこともございまして、これまでもいろいろ戦略というものはございますけれ

ども、これからご説明申し上げますとおり、この５年間、６年間でもエネルギー情勢をめぐる環

境は相当大きく変わっておりますので、ここで改めて直近の状況を踏まえて皆様のご知見を頂戴

し、新たな戦略を作っていきたいと、そういう趣旨でございますので、ぜひ忌憚のないコメント

をいただければというふうに思っております。 

 それで、まず３ページでございますけれども、ここには一次エネルギーにおける石油・天然ガ

ス・石炭の位置付けが書いてございます。世界、それから下に日本、いずれにしても2018年から、

今後の2030年に向けて、化石燃料の割合については、引き続き重要なエネルギー源だということ

でＩＥＡのアウトルックでもそのように位置づけられてございます。 

 具体的には、その次の４ページですけれども、世界の石油需要の拡大ということでございます

が、過去を見ましても、この８年間で世界の石油需要は３割程度増加をしている。この内訳を見

ますと、特に大きいのが、左側は輸出ですけれども、アメリカ、これは真ん中に赤く書いてあり

ますが、2010年は４％、これが2018年には10％と、量的にも相当伸びているというところが特徴

でございます。 

 右側の輸入のほうを見ていただきますと、これも赤字で書いてありますけれども、インド、中

国、そういったところが割合も伸ばしているし、量的にも伸ばしているというようなところが顕

著かなというふうに考えております。 

 それからＬＮＧ、５ページになりますけれども、ＬＮＧの状況を見ますと、この10年間で約４

割の増加ということでございますが、その左側の輸出のところを見ますと、オーストラリア、ア

メリカ、ロシア、こういったところの輸出量の拡大が顕著、輸入については右側ですけれども、

これもやはり中国、インドの割合が顕著に増加しているということが見てとれると思います。 

 それから６ページ目ですけれども、もう一つ、近年の変化として考慮すべき要因としては、脱

炭素化の流れということでございます。ご案内のとおり、2016年11月にはパリ協定の発効がござ

いました。これが大きく、さまざまな化石燃料に対する投資を含めた構造に影響してきてござい

ます。 

 次の７ページですけれども、それを踏まえて日本でも長期戦略を策定するということで、今年

の６月11日に長期戦略を閣議決定して国連にも提出をしているというような状況でございます。 

 そういった背景も踏まえて、８ページ目ですけれども、先ほど申し上げた資源・燃料分科会の

報告書で方向性を取りまとめたということであります。この中では、８ページ目にございますよ
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うに、一番左にあるような５つの変化、需給構造の変化、それから地政学リスクの変化、環境認

識の変化、テクノロジーの変化等、こういった５つの変化を踏まえて、新たな国際資源戦略につ

いては、これは一番右側のところですけれども、資源外交や新興国の取り込み、それから緊急時

供給体制の充実、レアメタル確保・備蓄の強化策等、こういったものを盛り込んだ戦略を策定す

べきじゃないかというような提言をいただいてございます。 

 その上で、少し分野ごとに細かく状況を見ていきたいと思いますけれども、９ページ目以降で

ございます。 

 まず石油・天然ガスでございますけれども、内容的には、まず（１）として、安定的な調達の

ために、これまでどういった取り組みをしてきたかというようなことをまず申し上げて、その上

で、現在の情勢の変化と地域ごとの分析、それから、最終的にそれを踏まえた、今日ご議論いた

だきたい論点というような順番でご説明させていただきたいと思います。 

 まず最初のこれまでの取り組みですけれども、10ページ目以降でございます。 

 積極的な資源外交ということで、これまでも様々な国に総理、閣僚級による資源外交を進めて

まいりました。最大の日本の原油輸入先であるサウジアラビア、それから権益が多く存在するＵ

ＡＥ、それからロシア、アメリカ、さまざまな国との資源外交を積極的に進めてきたことは、こ

れまでもご説明してきているところでございます。 

 その上で、11ページでございますけれども、資源国との協力事業については、草の根的な取り

組みも含めて、相当幅広い実績もございます。例えばここに書いてございますように、アブダビ

の日本人学校の運営、これは教育分野でありますとか、あるいは日本人ドクターによる医療分野

での診療というようなことで、石油・ガスに関わらず、協力事業については幅広く実施をしてき

たというようなことでございます。 

 それから、12ページでございますけれども、民間企業も含めて調達先の多角化や権益獲得に向

けた取り組みが進んでございます。ＵＡＥとかロシアというところが大きなところでございます

けれども、それ以外にもモザンビークとか、それから豪州とか、相当多角化については企業、そ

れから、それをサポートする政府機関を含めて取り組みは進んできているのかなというふうに思

っております。 

 それから、13ページ目以降、14ページ目以降が、緊急時の対応についてのこれまでの取り組み

でございます。こちらについても簡単にご紹介させていただきたいと思います。 

 まず、石油の緊急時対応ということで、石油の備蓄を進めてまいりました。1972年以降、民間

備蓄に始まって、その後、国家備蓄も含めて相当程度の備蓄を確保してきたという歴史がござい

ます。具体的には15ページでございますけれども、日本国内に10カ所の国家石油備蓄基地の整備



6 

 

と、それから、民間タンクを借り上げでの国家備蓄の整備ということ、こういった国家備蓄のみ

ならず、備蓄法に基づいて石油精製業者が義務として保有する民間備蓄というものの強化、それ

から、今ＵＡＥ、それからサウジアラビアとの間で、2009年以降は産油国との共同備蓄といった

ものも開始をし、この３つで構成をされております。 

 その量につきましては、16ページでございますけれども、私ども、この資源・燃料分科会の報

告書の中で毎年盛り込んでおりますが、国家備蓄と、産油国共同備蓄２分の１を合計して90日分

程度の量を確保すべきというような提言をいただいております。それから、民間備蓄については、

下のほうですけれども、我が国の石油の消費量の70日分ということで、その目標が設定をされて

おりまして、実際の備蓄日数につきましては、国家備蓄については135日分、産油国共同備蓄に

ついては５日分、民間備蓄については、下のほうですけれども96日分ということで、相当程度の

備蓄は確保してきているというような状況でございます。 

 こういった備蓄を具体的に使った実績につきましては、次の17ページをごらんいただければと

思いますけれども、過去５回ございます。ここに書いてございますように、いずれも民間備蓄の

義務日数の引き下げで対応したということで、国家備蓄や産油国の共同備蓄の緊急放出を行った

実績は今のところございません。５回のうち３回につきましては、ＩＥＡと協調して、ＩＥＡに

おける協調行動の決定を踏まえて、我が国がその枠組みの中での協調放出を実施したという実績

でございます。 

 それから、その次の18ページ以降がＬＰ、石油ガスでございますけれども、石油ガスについて

も同様、これは1981年以降、まずは民間備蓄で始まり、それから国家備蓄も加えて、その備蓄の

整備というようなことを従来から実施をしてきているところでございます。 

 備蓄基地につきましては、次の19ページでございますけれども、ここに書いてございます５カ

所で、国が保有する、これも国家備蓄と、それから民間備蓄というようなことで、この５カ所は

国家備蓄基地ですけれども、この国家備蓄基地と、備蓄法に基づいて事業者が義務として保有す

る民間備蓄ということで構成をしてきてございます。 

 その次の20ページですけれども、備蓄水準については、これまで国家備蓄については輸入量の

50日分程度と、それから民間備蓄については輸入量の40日というようなことで定められておりま

して、それぞれ目標を超える備蓄を確保してきているというようなことでございます。 

 その次の21ページですけれども、石油ガスについては、特に従来、以前はサウジアラビア、カ

タール、クウェートといった中東諸国の供給国が多かったところ、最近はアメリカの供給量が相

当程度増えているというような状況にあります。 

 それから、22ページ目以降、こういった既存の取り組みも踏まえながら、最近どういった情勢
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変化が起きているかというようなことが23ページ目以降に記載をされております。 

 23ページ目以降をご覧いただければと思いますけれども、まず、需給構造の変化、どういった

変化が起きているかというようなことでございます。これは最初の冒頭にもご説明申し上げまし

たとおり、石油の輸入・輸出については、中東、それから最近ではロシア、北米といったことが

供給源となっておりますけれども、これは2040年に向けても引き続き中東、それからロシア、北

米ということかなと思っておりますし、それから、輸入については、やはりこれは中国、インド、

それからアジアの割合が増えていくというようなことが予想をされています。 

 それから、24ページがＬＮＧですけれども、ＬＮＧの純輸出量、これは相当程度、2040年に向

けて増えていくだろうというふうに予想されています。その上で、供給国に関しては、現状も石

油に比べて多角化が進んでいるところでありますけれども、今後、さらにバランスよく多角化し

ていくということが見込まれております。ＬＮＧの輸入につきましては、石油と同様、やはりこ

れはアジアの割合が相当程度増えていくだろうというようなことが言われております。 

 それから、特に供給面につきましては、やはりシェール開発の広がりということが無視できな

い状況でございます。シェールにつきましては、特に北米を中心に供給が高まっておりますけれ

ども、それ以外にもアルゼンチン等の中南米、それからオーストラリア、それから中国、こうい

ったところでもシェール開発が開始をされておりますし、例えばアルゼンチンにつきましても、

右下ですけれども、現在天然ガス生産の２割強を占めるということで、今後、世界的にシェール

開発というのは進んでいくだろうということが予想をされております。 

 それから、その次の26ページ、これはフロンティア地域での供給量の拡大ということでござい

ますけれども、ガイアナ沖での石油開発、これは今までなかったような油層での発見ということ

で、従来型の石油開発についても様々なフロンティアが広がってきているということであります。 

 それから、27ページでございますけれども、ＬＮＧにつきましては、これは今まで、左側にご

ざいますように、ガス田、上流を開発して、それを液化して日本に持ち込むという一体的な事業

が中心だったものが、最近は右側にあるような液化基地、マーケットからガスを買ってきて液化

事業を行ったりとか、あるいはＬＮＧの調達者が液化加工事業に液化を委託するというようなト

ーリング契約と、いろんな形で水平分業が進んでいるというような状況がございます。 

 それから、28ページ目以降が地政学リスクについての現状認識ということで、こちらにつきま

しては、特に中東リスクが大きく最近、特にことしになって変わっているというようなことでご

ざいます。ここにございますように、特にホルムズ海峡では、６月に起きたタンカー事案も含め

て、相当程度中東地域における情勢は緊迫化をしております。それ以外にも、さまざまな事案に

おいて地政学リスクは相当程度顕在化しているのかなというふうに考えております。 
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 それから、29ページでございますけれども、その一つの流れということでございますが、先日、

９月14日にサウジアラビアの２つの石油施設の一部停止というような事案もございました。これ

はサウジアラビアの石油生産の約半分が停止をするという非常に大きな影響のある事案でござい

ましたけれども、その３日後にサウジのエネルギー省から、原油供給の維持と、それから生産量

を危機前のレベルに速やかに戻すというような発表がありまして、市場は落ち着きを取り戻した

というようなこともございました。 

 しかしながら、30ページにございますように、これで一過性で終わったということではなくて、

やはりいろんな形で新たな脅威が顕在化しているというふうに思ってございまして、石油供給施

設へのドローン攻撃とか、あるいはサイバー攻撃とか、さまざまな攻撃が今後顕在化していくと

いうことでございますと、引き続き地政学的な中東リスクというのは無視できない要因なのかな

というふうに考えてございます。 

 それから、その次の31ページ目以降が３つ目の変化、環境認識の変化ということでございます

けれども、ここでは、１点ご紹介させていただきたいのは、上流分野での環境対策の要請の動き

でございます。特にＣＣＳとかＣＯ２－ＥＯＲ、こういったものは過去も取り組みがされており

ましたけれども、例えばこの右側の写真にございますように、これはイクシスのプロジェクトで

のオフセット手段での植林事業ということでございますけれども、こういった様々な形態での環

境対策が要請をされていくということで、その環境対応ということについても、単に環境にいい

からやるというよりは、まさに資源開発をしていく中で具体的に求められていくという、その足

元の課題なり要請として考えていかなければいけないというようなことが言われております。 

 それから、32ページでございますけれども、これが４つ目のテクノロジーの変化ということで、

これはやはりデジタル化の要請の動きが重要になってきているということでございます。ＡＩや

ＩｏＴ、そういったものが上流のみならず中下流、さまざまな場面で求められております。例え

ば、この真ん中にございますように、ＡＤＮＯＣについては、ＵＡＥなどの国につきましてはデ

ジタル技術におけるトップランナーになることを目指すということで、さまざまな外国企業とも

連携をしながらチームを結成してデジタル化、これは上流のみならず中下流に至るビッグデータ

の利用なんかの取り組みもしておりますので、こういった対応というのが重要になってくるとい

うようなことでございます。 

 それから、ここまでが要因ごとの現状分析でございますけれども、33ページ目以降に少し地域

的な分析を載せております。幾つかの地域ごとに、その現状認識について触れておりますので、

ご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず33ページ目が、これは中東です。中東につきましては、今申し上げたようなリスクが顕在
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化しているものの、やはり石油・ガスの埋蔵量、それから輸出量、それから日本の輸入量は大き

く、今後も重要な供給源として、これは無視できないというふうに思っております。それから、

やはり日本の自主権益が大きく集中している地域であるということでございますけれども、一方

で権益を外資に開放していない国もあるということで、上流開発、それから調達、両面で、中東

との関係というのはこれからも重要になっていくだろうというふうに思ってございます。 

 それから、その次の地域、34ページでございますけれども、ロシア、それからＣＩＳ諸国とい

うことでございますけれども、ロシアにつきましては、この左側の棒グラフを見ていただきます

と、特にやはり天然ガスの埋蔵量、これは世界の32％のシェアということで、相当程度大きい埋

蔵量を有しております。それから、供給ルートということでいいますと、北極圏からのＬＮＧ供

給のルートもでき、こちらにつきましては、埋蔵量、それから供給ルートの両方の面からも、今

後のエネルギー源の多様化という観点では重要な地域になってくるかなというふうに思っており

ます。 

 それから、35ページ目が米州でございます。これは、先ほど来申し上げているような輸出国化

ということ、それから、特にシェール開発の進展ということで、国際資源市場を大きく変革する

可能性があるというようなことで、重要な地域というような位置づけでございます。 

 それから、36ページ目が豪州でございますけれども、こちらは豪州単体での埋蔵量はそれほど

大きくないものの、やはりカントリーリスクも低いですし、シーレーンも安全かつ極めて短いと

いうようなことで、最近は日本の輸入に占める割合は増加しておりますし、今後も増加していく

ことが期待されるのかなというふうに思っております。 

 それから、37ページ目が中南米・アフリカでございます。これはポテンシャルとしては大きい

ということでございますけれども、この右側のグラフを見ていただきますと、やはり情勢不安と

いうような懸念が大きくございまして、ベネズエラ、リビア、こういったところはポテンシャル

は大きいんですが、さまざまな問題から生産規模の縮小というようなこともございます。したが

って、今後は、ここにモザンビーク等の国も書いてございますけれども、カントリーリスクを見

ながら、個別プロジェクトはしっかり進めていくということが必要かなというふうに思っており

ます。 

 それから、38ページがアジアでございますけれども、アジアにつきましては、供給国のみなら

ず、やはり需要国としての付き合い方ということが重要になってくると思ってございます。これ

は右側にＬＮＧ需要の推移が書いてございますけれども、相当程度輸入額が最近増えてございま

す。それから、下のほうはアジア各国の原油の輸入元でございますけれども、中国、インド、日

本、それからその他アジアも含めて、やはり相当程度中東依存度が高いというのも事実でござい
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ます。その一方で、上の囲みのところに書いてございますけれども、アジア各国は国家備蓄を保

有していない国も多いということで、こういった国を含めた石油市場の安定化というようなこと

をどうやって図っていくかということが課題になっていくかなというふうに思ってございます。 

 そういったものを含めて、石油・天然ガスの論点、40ページ目にまとめさせていただいており

ます。 

 まず資源外交・権益確保につきましては、引き続き一定程度は中東に依存せざるを得ないとい

う中で、どのような関係を中東地域と構築をしていくべきかというようなことが課題かと思って

おりますし、それから、中東以外ですとロシア、アメリカ、豪州、アフリカ、こういった地域、

こういった資源国とどういった関係を構築していくべきかということ、それから、横串の課題、

環境とかデジタル化、そういった課題に対して、特にＪＯＧＭＥＣの支援機能はどのように対応

していくべきなのかというふうなこと、それからＬＮＧにつきましては、セキュリティーを確保

していくという観点で、さらなる第三国貿易の拡大を促すためにどういった施策を講じていくべ

きか。 

 それから、下のほうが緊急時対応ですけれども、さまざまな中東リスクの顕在化を踏まえまし

て、備蓄水準の考え方、それから有事の備置放出のあり方、これはどのように考えていくべきか

というようなこと。それから、先ほど申し上げたアジアの需要の拡大、そういったものを踏まえ

て、アジア全体のセキュリティー向上、それはひいては我が国としてのセキュリティーの向上と

いうものにつながると思いますけれども、そこに我が国としてどのようにかかわっていくか、協

力があり得るのかというようなことをぜひご議論いただければなというふうに思っております。 

 それから、42ページ目以降が鉱物資源でございますけれども、鉱物資源につきましての、まず

これまでの取り組みは42ページ目以降。42ページは鉱物資源の全体像ですので飛ばさせていただ

いて、それから43ページでございますけれども、ここにはレアメタルの特徴ということが書いて

ございます。レアメタルにつきましても安定供給確保ということが重要ということでございます

けれども、ここにあるような４点を考慮する必要があるのかなと思っております。①が資源の偏

在性、②が価格のボラティリティー、③が製品開発動向による需要の影響、それから④が、レア

メタルは副産物として生産されるのだけれども、これは主生産物の供給に左右されるのだという

ような状況と、こういったものを考えて対応を考えていかないといけない。実際レアメタルの偏

在性、下に鉱種ごとに書いてございますけれども、一番右側のところを見ていただきますと、上

位３カ国の合計シェアというのは相当高くなっているということで、相当偏在している。その国

も、中国、それからコンゴ、アフリカ諸国といったところに偏在しているというところが課題か

なというふうに思っております。 
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 それから、44ページが鉱物資源政策の全体像ということでございますけれども、特に私どもと

しては、この①、②、海外資源確保の推進のための資源外交、それからファイナンス支援等の支

援策をどうすべきかということ、それから②の備蓄、こういったものについて今後考えていく必

要があるかなというふうに思っております。 

 実際には、45ページのところでございますけれども、資源外交についてはアフリカ、南米諸国

を含めて相当程度首脳・閣僚レベルでの外交はこれまでも展開してきたところでございます。 

 それから、ファイナンス支援につきましても、これは46ページでございますけれども、ここに

書いてございますのは、資源メジャーと我が国の鉱物資源開発企業を比較して、その規模を比較

しておりますけれども、やはりオペレーターとしての運営能力、それから企業体力の不足といっ

たことも無視できないということで、ＪＯＧＭＥＣを含めたファイナンス支援につきましては、

これまでも実施をしてきているところであります。 

 それから、緊急時対応ということでいいますと、その次の備蓄、これは47ページでございます

けれども、ＪＯＧＭＥＣにおいてレアメタル、34鉱種を対象として、国家備蓄につきましても、

下のほうに書いてございますが、42日分、民間備蓄については18日分ということで、現在60日分

の備蓄を実施してきておるところであります。ただ、こちらにつきましても、これは1983年度か

らの制度ということで、相当程度歴史もたっておりますので、今の現状に照らして、いま一度見

直していく必要があるのかなというふうに考えてございます。 

 それから、48ページ以降が情勢変化と鉱種の性質を踏まえた分析ということでございます。 

 49ページに書いてございますのは、これまでもいろいろご説明申し上げていますけれども、さ

まざまな分野でレアメタルの重要性が増していますよと。真ん中の右のほうに書いてございます

ように、自動車の電動化で必要となる鉱物としては、ここに書いてあるようなリチウム、コバル

トと、それからモーターでもレアアースが非常に重要になってきているということでございます。 

 その一方で、50ページにございますように、需給ギャップは顕在化しつつあるということで、

世界、日本、それぞれで2025年以降は需要に比べて供給が不足するというような需給ギャップが

生じる可能性も指摘されているところであります。 

 それから、もう一つの課題としては、51ページでございますけれども、寡占化の進展というこ

とで、コバルトにつきましては、相当程度上流については今後に偏在、製錬能力については中国

の寡占というようなところが問題となっておりますし、タングステン等の他の鉱種につきまして

も中国依存が相当程度大きくなっているというのは大きな課題になってございます。 

 それから、52ページがレアアースでございますけれども、ネオジム磁石等に必要なレアアース、

これは世界需要は相当増えていくということが予想されている一方で、これはこれまでもさまざ
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まな取り組みを進めてきたところではございますけれども、右側にございますように、直近で見

まして、日本のレアアースの輸入における中国依存度はいまだ６割弱ということで、課題がある

ということかなというふうに思ってございます。 

 それから、53ページ、54ページは、これは資源開発上の特性ということで、相当鉱種ごとに特

性がありますよというようなことでございます。ちょっと詳細は割愛させていただきますけれど

も、例えばリチウムですと、埋蔵量は豊富なのだけれども、資源は偏在をしている。それから、

備蓄については水酸化リチウムが長期保管に不適だとかいうようなこととか、さまざまな鉱種ご

とに、埋蔵量や日本の権益の状況や備蓄の必要性についても相当程度違っていますよというよう

なことが53ページから54ページに書いてございます。 

 そういったところも踏まえまして、56ページでございますけれども、鉱物資源については、こ

こに書かれているような論点をぜひご議論いただければなというふうに思っております。まず総

論といたしましては、やはりこれは鉱種ごとの特性、埋蔵量、偏在性、カントリーリスク、需要

の見通し、市場の大きさ等々、こういった観点から、やはり類型化をして、その特性に応じた対

応策のあり方を整理することが、多種の鉱種の確保を求められている金属資源の支援ツールを検

討する上で必要ではないかというふうに考えてございます。 

 それから、資源外交・権益確保につきましては、先ほどご説明申し上げたような情勢変化を踏

まえて、これはやはりリスクマネーの供給機能の強化が必要なのではないかというようなこと。 

 それから、緊急時対応につきましては、これもやはり鉱種ごとの特性を踏まえた備蓄制度に変

容させていく必要があるのではないかというような問題意識を持ってございますので、ぜひ委員

の皆様のご議論を頂戴できればというふうに思っております。 

 それから、最後にカーボンリサイクルでございますけれども、これは58ページ目以降でござい

ます。カーボンリサイクルにつきましては、資源・燃料分科会でもご議論いただきましたけれど

も、化石燃料から出てくるＣＯ２を分離・回収をして、それを利用していこうというアプローチ

でございますけれども、58ページにございますように、今年の６月の長期戦略でもカーボンリサ

イクル技術の必要性と、進めていくというようなことは盛り込まれております。 

 その上で、59ページ目がカーボンリサイクルの概念。これはもう既にご説明しておりますけれ

ども、化学品とか燃料とか鉱物に利用していくというようなことをカーボンリサイクルと呼んで

おります。 

 60ページ、それから61ページには幾つかの技術例、藻類のバイオ燃料とか、コンクリートに吸

着させる技術とか、メタン化する技術とか、人工光合成の技術が書いてございますけれども、こ

れまでの取り組みとしては、63ページ目以降でございますが、まず、この下の２つですね。３つ
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目のポツのところですけれども、カーボンリサイクルの技術のロードマップの策定。これは資源

燃料分科会でもご議論いただいて、６月に策定をいたしました。それから直近では、一番下のと

ころですけれども、９月25日にカーボンリサイクルの産学官の国際会議を開催し、経産大臣が

「カーボンリサイクル３Ｃイニシアチブ」を発表しております。 

 64ページがロードマップですけれども、ロードマップにつきましては、ここに書いてございま

すように、2030年、それから2050年、それぞれどういったものを普及実現を目指していくかとい

うようなことを、具体的な分野毎に目標を書いてございます。 

 その詳細が65ページ。これはちょっと飛ばさせていただきますけれども、66ページが民間の取

り組みとして、カーボンリサイクルファンド、これが８月３０日に設立されたということで、今

後、参画企業の拡大が期待をされておりますし、それから、国際的な動きは67ページ目以降です

けれども、６月のＧ20のエネルギー環境大臣会合、それから大阪サミット、そういったところで

カーボンリサイクルが盛り込まれ、68ページ、これが先ほど申し上げた産学官の国際会議という

ことで、３Ｃイニシアチブというのは、この真ん中に書いてございますけれども、相互交流、そ

れから研究拠点、国際共同研究、こういったものを進めていこうというようなことで、そのまず

最初の二国間の協力として日本とオーストラリアとの間で協力の覚書を締結し、今後、共同プロ

ジェクトの可能性も含めて検討していくというようなことになってございます。 

 最後、70ページでございます。カーボンリサイクルの推進に向けては、私どもとしては、今後

の取り組み方針としては、国内の研究開発環境の整備、それから国際協力の推進といったことを

進めていきたいと思っておりますけれども、こういった国際展開を加速するためには、どういっ

た国際協力のあり方が考えられるかというようなことを、ぜひご議論できればなというふうに考

えてございます。 

 最後、71ページ目以降は、８月26日の基本政策分科会の資料を参考までにつけさせていただい

ております。ぜひ、この論点に書かれた点、それ以外も含めて、委員の皆様方からの忌憚のない

コメント、ご意見を頂戴できればと思っております。 

 事務局からは以上でございます。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 では、早速議論に移りたいと思います。今から１時間強、お時間がございます。冒頭申し上げ

ましたように、オブザーバーの方々、あるいは役所の方々も適宜ご発言をいただければというふ

うに思います。名札を立てていただいて、私のほうから指名をさせていただくというスタイルで

やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、どうぞ。ご発言をお願いいたします。 
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 どうぞ、宮島委員。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 ちょっと知識不足のところでご質問をしたかったんですけれども、今も全体的に国際的な協力

をしないとエネルギーの確保というのが難しくなっている中で、これまでも供給元との協調、ど

ういうふうに付き合っていくかということをやっていたというのは、これまでの資源・燃料部会

などでも承知しているんですけれども、日本がバーゲニングパワーがなくなってきたという状況

があると思います。その中で、買う国同士でどのような工夫をしているかというところが、ちょ

っと詳しく知らないので、今の状況を教えていただければと思います。 

○佐々木石油・天然ガス課長 石油・天然ガス課長の佐々木でございます。 

 今、宮島委員がおっしゃられたように、まずは供給国との関係強化を先にやるということはお

っしゃるとおりでして、それに加えて，供給国との関係をこれから横連携をしていこうというよ

うな動きを強化しているというのが今の足元の動きです。 

 一番典型的なのは、先週でしたけれども、ＬＮＧ産消会議という場を、日本がこれ、８回目で

すけれども、東京で開催をいたしました。これは供給国との対話をするというのも一つなんです

けれども、需要国同士でも連携をして供給国に向き合う、そんなような取り組みを進めるという

のが一つ、我々がとっている今の動きであります。 

 その中で、菅原大臣からも発表いただきましたけれども、私ども、ＬＮＧ市場の拡大を目指し

た日本の貢献というのを発表させていただきました。100億ドルのファイナンスの支援と、500人

もともとやると言っていた人材育成の目標値を1,000人に倍増するというのを発表させていただ

きましたけれども、ＬＮＧを新たに使う、新たな需要国として天然ガスに頼ろうとする国に対し

て、例えばファシリティー設備を整備するためのファイナンスですとか、あとは実際受け入れる

となれば人も必要になりますので、そういった人材育成の取り組みなんかを需要国─これ、

実は供給国にも使えるんですけれども、需要国にもそういったものを使って、横でというか、日

本と連携をしていく、そんなような取り組みを進めてきているところです。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 所委員、どうぞ。 

○所委員 今、人材育成のお話が出ましたので、それに関連しまして、大学の人間として少しコ

メントさせていただきます。 

 ソフト外交の一環で、大学としては供給国の方を中心に、将来自国でエネルギーや資源の分野

で中心的な人物となられるであろう行政官、あるいは研究者を、かなり受け入れております。そ

ういったプログラムは幾つか走っておりますけれども、残念ながら大学側は、そういった受け入
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れに対して一大学だけではなかなかうまく対応できない状況にあるんじゃないかと思います。日

本の大学における資源分野の教育体制が変わってきており、カリキュラムが日本のニーズに応じ

て大分多様化しているために、一大学一学科だけで、そういった供給国の方を満足させられるだ

けのカリキュラムを用意することが難しくなってきていると思います。 

 ただ、こういったことは非常に大事なことですので、ぜひオールジャパンで、それぞれの大学

の特徴を生かした、ソフト外交の一環で供給国側の人材育成ができる枠組みというのをつくるべ

きではないかと考えます。余り中途半端な受け入れ方をしますと、逆に日本のイメージがよくな

らないと思っていますので、経済産業省だけではなく、文科省や、いろんな省庁と連携すべきこ

とかと思います。ソフト外交としての長期的な人材育成戦略として、組織的にきちんと考えるべ

きときに来ているかなというふうに教育現場としては思っております。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 じゃ、平野委員、どうぞ。 

○平野（創）委員 成城大学の平野と申します。よろしくお願いします。 

 幾つかの分野のお話を一遍にしてしまいたいと思っています。 

まず資源国への協力に関してです。私自身、ＪＣＣＰの仕事にも関わる機会があり、たくさん

良い協力をしている、しかも長い実績があるということを実感しています。その中で、日本の資

源国への協力で欠けているものは何かというと、やはり統一したブランドイメージみたいなもの

がないという点だと思います。全てが分散していて統一感がないように感じます。今の大学のお

話もそうですけれども、窓口を一本化したり、それから、ある種のブランドロゴをつくって、必

ずそれを掲示するとか、多額の費用をかけなくとも、ブランドとして日本の産油国・産ガス国に

向けての経済協力、教育上の協力というものが印象づけられるような施策というものを展開する

と、随分と状況が変わってくるのではないかなと。その上で、本当は窓口を一本化していって、

統一したイメージを持って攻めていく、その横連携をしていくみたいな枠組みをつくっていくと

いいのではないかと思います。それが資源外交に関しての見解です。 

 天然ガスに関しては、共同調達の話をやはりきちんと進めていかなければいけないし、それは

公正取引委員会との関係性を、法的に問題がないということをある程度きちんと整備してやって、

会社同士の共同調達、もしくは国全体である種まとめて共同調達していく。さらに広げてアジア

の国々と一緒になって共同調達するということによって、バーゲニングパワーを連携によって高

めていくというふうな必要性があるのではないかと思いました。 

 次に、緊急時対応に関してです。備蓄、特に民間備蓄のほうですけれども、これはもう少し、

今の世の中に合わせて変えていく必要があるのではないかと。全体としては今後製品需要にかな
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りの偏りがますます生じていく中で、原油ではなく、やはり製品の備蓄を手厚くしていくという

ことが必要ではないか。さらに、災害時の対応を考えていきますと、需要家にとってエネルギー

が確実に確保されることが重要なので、必ずしも上流ばかりではなく、川下のほう、エンドユー

ザーに近いところでの備蓄というふうな考え方もあるのではないか。ＡＩやＩｏＴを入れて、国

全体で何日間我々がきちんと生活できるのかというところから備蓄を積み増ししていく。一番小

さい部分では、車のガソリンタンクにガソリンが入っていることというレベルになるわけですけ

れども、そういう意味で、足元から見ていったときの供給の安定度を高めていくというふうな考

え方ができるのではないか思います。 

 その中で、国家備蓄のほうに関しましては、価格によって備蓄の上限を入れるなどの少し機動

的な使い方もあるのではないか。ある種基準価格を設定しておいて、安いときに積み増しして高

いときに放出していくというふうに、単にいざというときに使えるだけではなくて、低廉なとい

う視点からも備蓄を機動的に使っていくような仕組みというものが何かできたよいのではないか

なというふうに思っています。 

 レアメタルのほうとかは、鉱物資源については、私は委員ではないので言うのははばかられる

のですけれども、やはり備蓄とともに使用量を低減するＲ＆Ｄとかリサイクルなども大変重要で

あると思います。日本はかつて1次エネルギーを石油に依存しており、その後石油の使用量を減

らしていったという局面がありますが、同様のことが希少資源であるレアメタルの場合も言える

だろうと思います。 

 最後にＣＣＵです。以前からたくさん話題は出ているのですが、なかなか芽が出ないという状

態なので、そのボトルネックがどこにあるのかというのを考えていかなければいけないと思いま

す。やはり藻の話にしても経済的なコストの問題が出てきますし、それから生産時のエネルギー

の使用によるＣＯ２の増加なども考慮しなければならないので、一体どこがボトルネックになっ

ているのか考える必要があります。これはお金をかければ解決する問題なのか、それとも本当に

物理学的に無理なのかというところを見きわめながら、筋のいいところを重点的に評価していく

ような動きが必要なのではないかと思います。 

 幾つかばらばらにたくさんのことを申し上げて申しわけございません。以上です。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 それでは、飯塚委員、どうぞ。 

○飯塚委員 ありがとうございます。 

 私の専門の科学イシューという点から、デジタル化についてと、それからあと途上国、または

供給国、新興国が多いので、その点についてちょっと述べさせていただきます。 
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 先ほど資源外交という点がございましたけれども、資源外交という点で１つ考えに入れておい

たらいいのかなと思う点は技術の点です。というのは、今、鉱山業というのは非常にサプライチ

ェーンが長くなっていて、その長いサプライチェーンの中に多くの製造業、日本でも非常に多く

の競争力を持つ、また技術的にリーダーシップをとっている会社というのが多くサプライチェー

ン、いわゆる建機とか、またはデジタル機具とか、そういうところに入っていると思うんですね。

そういった機具があるというのと同時に、またレアメタル、例えばリチウムとかを使った電池を

つくりたいというような思いを持ちつつ、技術がなくて、なおかつ資源を持っていると、そうい

った国がある。そういうところをもう少し利用して、技術をある意味で共有するとか協力すると

いう形で、そういうことをすることによって市場が広まりますので、そこからまた技術が仕様化

するということも望めますので、その辺のところを両方とも利用するという形を考えられないか

と思います。 

 以上です。 

○平野（正）委員長 それでは、川口委員、どうぞ。 

○川口委員 私からは、鉱物資源に関して幾つかコメントをさせていただきたいと思います。 

 まず、この権益の確保というところですが、これまでのベースメタル、きょうはレアメタルの

話がかなり中心ですけれども、海外の資源保有国で鉱山を開発して、鉱石、例えば銅の場合だっ

たら銅精鉱と言いますが、それを日本に持ってきて製製錬する、すなわち鉱石の安定供給のため

に権益を確保するというのが基本だったわけですね。ところが、レアメタルの場合はそれがかな

りグローバルに複雑化している。例えばレアアースを挙げますと、鉱山はオーストラリアにあっ

て、精製、加工は東南アジアでやる。それをまた日本に持ってくるという、非常にサプライチェ

ーンが長くなって複雑化している。 

 したがって、私の言いたいことは、ＪＯＧＭＥＣの制度というのは、そういうサプライチェー

ン全体を見ながらいろんな支援策を講じていくことが必要だろうと。つまり、資源国で権益をと

るだけではなくて、途中の段階もちゃんと押さえられるような、そういうような制度が安定供給

の確保につながるんではないかというのが、まず権益に関する１点目でございます。 

 それから、２点目としては、先ほどリサイクルの話が出ていましたが、石油、ガスにはない点

として、メタルの場合はリサイクルというのが非常に重要になってくるだろうと。よく都市鉱山

と言われますように、これが一つの大きなリソースになるわけです。したがって、これからリサ

イクルはますます重要になってくるし、また電気自動車という話もございましたけれども、バッ

テリーのリサイクル、これは将来大量に出てきたものをリサイクルするということが重要になっ

てくると思います。日本の非鉄製製錬は、そういうものが技術的に非常にすぐれている。複雑な
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原料からいろんなものを、例えば銅、鉛、亜鉛というベースメタルだけじゃなく、副産物のレア

メタルであるとか、あるいは貴金属であるとか、いろんなものを回収する。そういった技術とい

うのは非常にすぐれています。 

 したがって、例えば電池材料にしても、リサイクルについての技術的な面は、非鉄製錬各社が

開発に取り組んでいるので、私は余り心配してないです。むしろ重要なのはシステムです。回収

システムでいかに電池を集めてくるのか。場合によっては電池がどんどん車と一緒に海外に出て

いってしまうかもしれないというようなこともあるわけで、そういったところに対して、ユーザ

ーと一緒になった、何かそういうリサイクルのシステムといいますか、体制づくり、こういうも

のが課題になってくるのではないか。リサイクルによって原料が確保されることで、一つのセキ

ュリティーにもなってくるというようなことが言えると思います。 

 それから、３点目は、環境意識の高まりという説明がございましたけれども、これはメタルの

世界でも急激に進んでいるんじゃないかと。例えば資源国における環境規制の強化、それから、

ＥＳＧ投資みたいな動きですね。機関投資家なんかもそういうところを非常に見ているというと

ころでは、非鉄の世界、メタルの世界でも、そういうものが急速に高まっているということで、

例えばこれについても、やはり日本の製製錬業、鉱山業というのは非常に蓄積がある。高い環境

技術、先ほどのリサイクル技術も関係してくると思うんですけれども、そういう日本の非鉄産業

の非常に強みであるというところがありますので、こういうものを活かしながら資源の権益の確

保をやっていく。資源の保有国というのは、やはりその辺は多分技術的にも遅れているでしょう

から、環境技術、リサイクル技術、こういったものを一つの武器にしながら権益の確保に役立て

ていくということも念頭に置いた、ＪＯＧＭＥＣ等の支援策を検討していただくといいんではな

いかと思います。 

 以上でございます。 

○平野（正）委員長 ありがとうございます。 

 では、豊田委員代理、森川委員、どうぞ。 

○豊田委員（森川代理） ありがとうございます。 

 豊田が欠席しておりますので、豊田の意見ということで代読させていただきます。石油とＬＮ

Ｇとレアメタル、カーボンに分けて、少し長くなりますが読み上げさせていただきます。 

 まず石油でございます。２点ございます。 

 まず１点目が中東でございます。米国が中東へのコミットを低下させ、選択的な介入をするこ

とになったことが、中東情勢の不安定化を招いているという認識でおります。サウジでの石油施

設は、これまでも厳重なセキュリティー体制がしかれていたにもかかわらず、今回のアブカイク
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及びクライスへの攻撃を防ぐことができなかったというのは言うまでもなく大きな問題であると

いうふうに考えています。 

 国際関係に関連して申し上げますと、米国、サウジ、イランとも中東での全面戦争は望んでい

ないというふうに我々は認識しております。かつ米国が政策転換をする可能性というのももちろ

んあるんですが、今回のような突発的な事象はいつでも起こり得ると認識すべきであり、中東情

勢は、そういう意味では不安定さを増したと言わざるを得ないのではないかなというふうに考え

ています。 

 それを踏まえまして、次に石油備蓄の点でございますが、日本の備蓄量は既に潤沢にあり、今

後石油需要は減少していくことになりますので、備蓄日数は当然ながらふえ続ける。先ほど申し

上げたとおり、中東情勢は突発的な事象がいつでも起こる可能性があり、需要が減少し続けると

はいえ、備蓄量の目標そのものを下げるタイミングではないと考えております。 

 一方、これから需要が伸びる東南アジアとかインドとかの石油需要というのは、既に日本の２

倍以上ございます。一方、備蓄構築というのがそれらの国々ではおくれているという情勢がある

というふうに考えています。これらの国々で石油供給途絶が起これば、日本にも何らかの影響が

及ぶ可能性が高いということを踏まえますと、日本での備蓄目標日数は維持し、その一部をアジ

ア諸国が利用する協力体制、具体的に申し上げるとチケット備蓄等々のスキームになるのかもし

れませんが、そういった協力体制をつくるのが望ましいのではないかというふうに考えておりま

す。 

 次に２点目、ＬＮＧでございます。石油のような備蓄が現実的にないＬＮＧの場合、強力な調

達力、取引力を持つ日本企業の問題というのは供給セキュリティーの向上に資すると考えており

ます。また、ＬＮＧのセキュリティーに関しては新しい発想が必要で、例えば石油で産油国と共

同備蓄をしているのと同様に、ＬＮＧでも緊急時の融通に資するような戦略的な提携、あるいは

協力の可能性を、カタールやロシアの国営ガス会社などと検討してみるのも一案ではないかと思

っております。 

 ＬＮＧ産消会議での議論にもあったとおり、ＬＮＧ市場の透明性、流動性を向上させることも、

ＬＮＧ供給セキュリティーの向上に寄与すると思います。新規のみならず既存契約においても、

仕向地条項を緩和、あるいは撤廃させるため、またその動きをアジア大で進めるため、政策協力

の推進、アジアにおけるＬＮＧ市場の構築等、政府は環境整備を進めるべきではないかと思って

おります。そのような取り組みを通じて、将来的には油価連動から脱却し、アジアでのＬＮＧ市

場価格を形成することが重要ではないかと考えております。 

 ＬＮＧ市場の拡大には、新たなインフラ、例えば北極海航路活用のためのＬＮＧ積みかえ基地
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でありますとか、アジアの浮体式の貯蔵気化基地でありますとか、バンカリング拠点などといっ

た、こういった新たなインフラへの投資が必要ではないかと思っております。これに日本企業が

参加すれば、緊急時に日本やアジアに持ち込む余地が広がる。こうした案件にも、例えばＪＯＧ

ＭＥＣさんの支援ができるような検討をすべきではないかと思っております。 

 また、供給先多角化や、日本企業がオペレーターとして参加できる余地を考えれば、米国等の

シェール案件というのはやはり有望ではないかと思います。シェールビジネスの特性として、極

めて短期間で参入判断を迫られ、その後も資産が頻繁に入れかわるという独特な実態がございま

すので、ＪＯＧＭＥＣ等の採択基準が対応し切れていないという声も聞こえてまいります。その

点についても国でよく検討していただければと思います。 

 ３つ目、レアメタルでございます。レアメタル供給の不確実性がある状況では、民間企業が全

てのリスクを負うことは難しく、政府の支援が必要であろうと思っております。レアメタル確保

のため、高リスクではあるものの意義の高い案件には民間参加の宣伝として、例えばＪＯＧＭＥ

Ｃが主導で参入することや、製錬、開発段階での出資、支援等が必要かと考えますが、法改正が

必要な事項もあるかと理解しますので、具体化を進めていただければと思っております。 

 最後、カーボンリサイクルについてです。世界のエネルギー供給の８割強を占める化石燃料を

利用しないのは非現実的であろうと思います。化石燃料のエコフレンドリーな利用を進めること

が、したがって重要になってくると考えます。カーボンリサイクル、あるいはＣＣＵは、技術成

熟度、経済性などの課題はあるものの、過去数年のＩＣＥＦでの議論でありますとか、既にご説

明いただいたとおり、６月のカーボンリサイクル技術ロードマップの策定、あるいは先日のカー

ボンリサイクル産学官国際会議での発表、水素閣僚会議での開催といったように、国内外での動

きが加速しております。このような取り組みを通じて国際世論づくりやカーボンリサイクルのプ

ロジェクトを進めるべきだと考えます。 

 パリ協定を受けた投資家や各国政府の動きなどを踏まえ、石油、ガス、金属を問わず、資源開

発の現場でも再燃電源の活用、ＣＣＳ、水素化などに相応の投資を求められる事態が出ており、

今後確実にふえていくと考えております。低炭素技術を組み込むことで資源外交における日本企

業の売りにもなると思います。ＪＯＧＭＥＣ等の支援の際、こういった温暖化対応のプロジェク

トには相応のインセンティブ、いろんな形態があるかと思いますけれども、インセンティブを付

与することを法律に明記し、政府の方針を明確化しておくぐらいの構えは必要ではないかと思い

ます。 

 長くなりました。以上でございます。ありがとうございます。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 
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 それでは、池内委員、お願いいたします。 

○池内委員 東京大学の池内と申します。専門が中東研究とかイスラム研究というのをやってお

りまして、最近グローバルセキュリティーということをやっておりますが、その観点から、１つ

質問をさせていただいて、それについては後でお答えいただくとして、私のほうからあらかじめ、

私の見方というものをお話ししたいと思います。それは、この40ページに書いていただいた石

油・天然ガスに関する論点というところを事務局から打ち出していただいたので、それに答える

という形でございます。 

 石油・天然ガスについて、特に石油だと思いますが、既に論点として、ある種の結論として、

引き続き一定程度は中東に依存せざるを得ないという認識がありましたが、問題は、この一定程

度の「程度」についての認識だと思うんですよね。これはぼかして書いてあるのかもしれません

が、私のこの石油の需給ということに関する素人考えでは、この「一定程度」というのはかなり

でかいということだと思うんですよね。それは、余り言ってしまうと、じゃ、何をやっていたん

だということになってしまうので、ちょっと言いにくいところはあるのかもしれませんが、しか

もこれまでかなり、ある種のお題目、あるいは本気で中東依存を避けようという議論もして政策

は持ってきたけれども、結局、それは政策が上手だったか下手だったかどうかは別にして、でき

ないというのが現状なのではないかと。これは余り「できません」と認める必要はないとは思い

ますが、その一定程度の「一定程度」というのはどの程度なのかというのは、ある程度共有した

上で、じゃ、その上でやっていきましょうということにしたほうがいいんじゃないかと思います。 

 私自身の見方では、「一定程度」の枠は極めてでかいということで、中東依存というのは全然

変わらないということだと思います。それに対して諦める、諦めろということではなくて、当然

中東以外に多角化していく、あるいは技術的な解決を図ると、この２つのやり方をどんどんとっ

ていただくというのは当然だと思いますが、その上で、しかし余り解消されないだろうという見

通し、少なくとも１つの有力なシナリオは持っておくべきであると。 

 この多角化するという姿勢、それから、そのためのいろんなツールを持っていくというのは、

最終的には、しかし中東に依存せざるを得なくなったときの、ある種の、それでも万能ではない

ですが交渉力になりますので、ぜひやるべきだとは思うんですが、しかし中東依存が解消しない

場合はどうするか。それに対する私自身の見方というのは、実際には中東というのは１つの場所

ではなくて、供給国も１つではないので、供給元も１つではないですね。つまり、中東から石油

が来なくなるというのは、中東から全く来なくなるということではないですし、また、多くがホ

ルムズ海峡を通るがゆえに、ホルムズ海峡という１つのチョークポイントを絞って閉ざしてしま

えば、大部分来なくなる。それは最悪のシナリオですけれども、実際の中東情勢はそういうふう
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に動いていないので、どこかから出てくるというふうに考えています。 

 そうしますと、我々、全くのエンドユーザーの国からいいますと、どこかから出てくるんだと

いうことになると、そのどこかから常にとってこられるようにするというやり方が必要だと思い

ます。つまり、それは中東と中東の外との間での多角化を考えるだけではなくて、中東の中のい

ろんな勢力へ満遍なくバランスをとって多角化していく。それによって、我々が時々、ことし６

月にも９月にも肝を冷やすような、つまり石油が来なくなるんじゃないかというような事案があ

って、タンカー事案であったり、最近のサウジの石油施設攻撃事案でありますけれども、ああい

った問題が起こったところに一本掛けしていって、そこがこけると何か中東から来ないという印

象になるわけですが、実際にはそういった不審な事案の大部分は中東の内部の対立によって起こ

ってきているので、我々は、その対立を解消したりすることはできませんけれども、その対立の

所在を見た上で、どっちからもとってこられるというふうにしていく必要がある。そういう意味

で、中東の中での多角化が必要なんじゃないかというふうに提言したいと思います。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 宮島委員、どうぞ。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 私自身は、いわゆるエネルギーをふだん専門にしているというほどではありませんので、少し

一般的な感覚から発言できればと思います。 

 まず、ここ最近で、国民も「エネルギーって本当に大事だな」というふうに思うようなことが

立て続けにあったと思います。それは、おっしゃるようにサウジ並びに中東で攻撃などの不穏な

動きがあったということも一般の人も知るニュースになるぐらいになりました。それから、これ

は今日の会議とは完全に直接はリンクしないにしても、千葉で停電がありまして、私たちの生活

が電気がないとどこまで大変になってしまうのかということを身をもってみんなが知ると、少な

くとも何らかの電力を確保する形というのが国民にとってどれだけ大事かというようなことがわ

かったと思います。 

 ３つ目は、国連の会議がありまして、あのときは気候変動の話が多かったんですけれども、そ

れにしても日本国内ではなかなか感じることができないほど、世の中は、この気候変動に対して

関心を持っている。特に若い世代を中心に関心を持っているということがわかりましたし、その

中で、日本にとってはとても注目が高い小泉大臣が行かれましたので、やっぱりふだんよりもか

なりニュースにもなったんですけれども、それでも、その中で多分国民が感じたのは、今日本は、

そんなに具体的に発信ができない国なのかなと。これは単に発言をする機会がなかったとか、い

ろいろ向こうの情勢もあるとは思いますけれども、この情勢の中で日本はどういうポジションを
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とっていくのかなというところが、普通の人から見てもちょっと不安になったのではないかと思

います。 

 一方で国際状況、まさに国際のチャンネルが変わっているというお話が今回のテーマなんです

が、きょうたまたま、アメリカのまさに今の状況、政治に関してちょっとお話を専門家から伺っ

てきたんですけれども、アメリカが、いわゆる自国主義に偏ってきているということが、トラン

プ政権の期間だけのことかというと、そういうことではない、この先も続くのではないかという

ような心配が示されていました。つまり、いわゆる世界の警察というふうな形でやってきた昔の

アメリカからして、もう一般の国民が、「えっ。それって、そもそも自分たちのやることだった

のか」とか、日本を守るとか、世界を守るとか、そういうことも含めて、アメリカの国際社会で

の役割について一旦国民が考え直す機会にはなってしまったのかなと。だから、次の政権がどう

なるかはわからないですけれども、少なくとも日本が今までの枠組みの中で、アメリカがある程

度力を果たしてくれるから、これは大丈夫だと思っていたようなさまざまなことに関して、もう

一回考え直すような局面に来ているのではないかと思います。 

 そんな中で、一方日本はといいますと、先ほどのバーゲニングパワーがなくなってきたという

こともそうなんですけれども、残念ながら日本の国力というものが今衰える方向なのではないか

という心配が国民の中にもあります。それは、人口減にスタートするところの国力の問題もあり

ますけれども、今まで日本はエネルギーはない国だけれども、国力がある。戦前はともかくとし

て、国力を持っているから、それを取引材料にいろいろな国と交渉ができたり強気に出ることが

できたということかもしれませんけれども、この先は、もしかしたらアメリカのようなかなり当

てになってきた味方がいなかったり、軸が一つに絞れなかったりする国際情勢の中で、一方で国

力が、あるいはカードが減ってきているかもしれないという日本、そしてエネルギーのない日本

という、その３点の視点を組み合わせた状況の中で、この先どうやって生き残っていけるかとい

うことを考えなければいけない。かなり難しいというか、今までよりも簡単ではない状況になっ

たのかなということを最近感じております。 

 その中で、今の具体的なお話になりますと、やはりこれまでも続けてこられた多角化、供給元

の多角化に関しては、今まで以上にさらに子細にチャンスを狙ってやっていただきたいと思いま

すし、一方で、需要国としての力が日本だけでは十分ではなくなるとすると、同じような需要国

の中に仲間を求めて、需要国同士が手を結ぶことによって供給国側にどのような交渉ができるか

ということを、いよいよ本当に真剣に考えたほうがいいのではないかと思います。 

 ＪＯＧＭＥＣに関しましては、まさにリスクをとる部分に関しては国も後押しをして、かなり

ディテールをちゃんとチェックをした上での適切な投資に関しては支援をしていく必要があると
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思います。でも、もちろんこのＪＯＧＭＥＣの投資に関しても、あとは備蓄を維持することに関

しても、そこには国民のコストというのが一定程度はかかります。このリスクに関して、エネル

ギーって本当に大事だとみんな思っているので、その安定のためにある程度お金を使うというこ

とそのものには国民も賛成をするとは思うんですけれども、そこに緩みというか、今若干ある、

そもそも今、日本企業って全体的にデフレ下の中でチャレンジをしない。とにかくお金は貯めて

いるけれども、それをどういうふうに投資したり、次の芽に対してチャレンジにお金を投資する

かというのがすごく下手になっちゃったというのが一般的に言われているんですけれども、この

エネルギー分野に関してどうかというのはありますが、もしも少しでも会社が、ちょっとそこが

尻込みしているようなところがあるのだとしたら、それをうまく引き出す形で、でも国が全部リ

スクをとってくれるから、そこに乗るというような形ではなくて、ちょっとちゅうちょしている

企業などの決断を促したり、それを後押しするような形で国のお金が出ていくというようなとこ

ろが大事なのではないかと思います。 

 カーボンリサイクルに関しては、本当に先ほどの国連などでも、もしチャンスがあれば、日本

はそうはいっても、この気候変動に関して極めて高い関心を持ち、これに対してはちゃんとやっ

ているということは示していく必要がとてもあると思います。どうしても石炭火力を使っている

ことで、日本はすごく責められがちな土壌に今なっていて、そこのバランスも難しいと思うんで

すけれども、石炭火力を使いながらも、二酸化炭素を減らすということにこれだけの努力をして、

これだけの意識を日本は持っているんだということを、ある程度前に出していくことで、日本に

対する批判が少し緩まるのではないかというふうに思います。この先も着実に前に進むとともに、

それを表に出していくというような努力をお願いしたいと思います。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 島委員、どうぞ。 

○島委員 ＣＯ２、環境問題に関する日本の姿勢が後手後手になっているのではないかというご

指摘があったと思います。これに対する技術的な対応策に関しては既にご議論されているかと思

いますが、あわせて、石油関連、化石燃料関連事業が国際的な批判を浴びる中で、日本としてル

ールづくりに十分に食い込めていなかったのではないかと思います。例えば、世界的な標準とし

てＩＳＯなどがありますが、そういった世界標準をつくっていく段階で、他国、他の事業者など

が主張する数値であるとか要素であるとかが本当に適切なもの、適切な項目を拾い上げていて、

適切な水準で設定しているのか、それ以外に日本の技術として盛り込んでいくものがないのかと

いう、その枠組みのところでチャレンジしていくことあってもよいのではないか。例えばＣＯ２

に関しても、ＣＣＵやＣＣＳ削減できた量を他のＣＯ２の排出のところに換算して何％削減と評
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価するといったようなルールづくり、そういったものに注力されてもいいのではないかと思いま

した。 

 ＬＮＧに関連しては、１点ご質問、１点コメントになります。 

 先ほど課長から需要国同士の連携を図るために、例えば施設整備に対するファイナンスなど進

めているというご発言がございました。ファイナンスの原資は税金になりますので、それが金銭

的に返ってくるのかその他の包括的なリターンという形で返ってくるのかはともかく、投資のリ

ターンが見えることが必要になります。ファイナンスがローンを念頭に置いておられるのであれ

ば、ボロワーのクレジットリスクをきちんと見ていかなければならないし、ＬＮＧや石油開発案

件をプロジェクトファイナンスで行う場合には、投資適格のある人間が長期のオフテーク契約を

締結し、安定的なキャッシュフローがあることが融資判断の前提になってきたわけです。今後、

需要国同士の中で連携をしていく、例えば東南アジアの新興国等、国の格付けが必ずしも高くな

い相手を対象にやっていく場合に、その与信管理をどのように確保していくのか。その点をお伺

いしたいと思いました。 

 ＬＮＧに関するコメントといたしましては、日本のバーゲニングパワーの低減というのがござ

いましたけれども、日本国内では再エネ、太陽光が積極的に導入れた結果、資料の世界のＬＮＧ

需要の拡大の表の中で触れられていますけれども、ＬＮＧの必要量は伸びていないというように

認識しております。他国の需要が旺盛になっていく中で、日本は、需要の伸びはそれ程ないもの

の必要となる量は確保していかなければいけない状況にあるわけで、その場合に、権益をとりに

いく方向で行くのか、スポットマーケットを広げる形でいくのか。両方バランスよくやっていく

という形になると思いますが、それぞれの目的に応じた対策というのを検討していく必要がある

かと思います。メジャーによる寡占化が非常に進んでいてメジャーはエクイティーリフティング

で需要家の信用リスクなどは自分たちでとって全部やっていくという状況にある中で、国、ＪＯ

ＧＭＥＣ、企業がどう伍していくのかということは非常に重要な問題でして、それに関してはＪ

ＯＧＭＥＣの出資等の措置が必要になってくると思います。 

 一方で、スポットマーケットに関しては、先ほど来ご発言がありましたけれども、仕向地条項

の緩和等の点の検討が必要になってくると思います。 

○平野（正）委員長 今、ご質問がありましたけれども、それに対するコメントはありますか。 

 飯塚委員、もう一度どうぞ。 

○飯塚委員 ありがとうございます。 

 先ほどのご発言のルールづくりというところに、ちょっと一言申し上げたいなと思いました。

すごく重要な点だと思います。ルールづくりというのは、いろいろなやり方があって、ＩＳＯと
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いう形でいわゆるルールをつくるという形もございますし、あともう一つ、市場で決まっていっ

てしまうところという、もう皆さんが使っているから、もうそれを使っていってしまうと、そこ

と、あと先ほど申し上げられた、いわゆる需要国がコラボレーションしていくと、そういった同

じ技術を使う人たちをふやしていくということで、デファクトでルールづくりというのを進める

ことができる。そこに例えばリスクマネーを使った形での技術革新とか、環境技術とかを導入し

ていくことによって相乗効果が得られるんではないかなというふうに思いました。やはりそうい

ったソフトパワーがあると、それはまた資源外交の一つのカードになり得るんではないかという

点もあるのかなと今思いました。 

 以上です。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 川口委員、どうぞ。 

○川口委員 鉱物資源分野の資源外交に関しまして、１つコメントを追加させていただきたいん

ですけれども、最近、大きな動きとしては、インドネシアのニッケル鉱石の輸出禁止という動き

がございます。これは資源ナショナリズムの高まりと言ってもいいと思うんですけれども、従来

からそういう鉱石の輸出禁止というのはありましたが、今回完全に輸出を禁止するということで、

しかも２年前倒しで来年の１月から実施するというようなことをインドネシアの政府は言ってお

ります。 

 こういうものに対しましては、やはり民間企業だけでは多何か対応するというのはまず不可能

だと思いますので、そのあたりが一つの資源外交の課題になってくるのかなということです。こ

こで私が言いたいのは、インドネシアの問題もございますが、資源保有国にかなり広く見られる

のが、税制とか、あるいはロイヤリティー、こういったものの引き上げという動きがございます。

鉱山の活動というのはマインライフが10年、20年という長い活動でございますけれども、生産開

始するときには税率が比較的低くても、途中で税率を大幅に引き上げる、あるいはロイヤリティ

ーを大幅に引き上げるということがよくございます。これはまさにカントリーリスクになってく

るわけで、そういったものに対して、何か資源外交で歯止めといいますか、これはどういうやり

方かというのは、アイデアがあるわけではありませんけれども、投資協定なのか、何か約束なの

か、そういった資源外交での歯止めみたいなもの、こういったものがあればマインライフの間安

定した操業ができると、それがまた安定供給にもつながるということで、これは資源国にとって

もいい形になるんじゃないかというような気がいたします。そういった資源外交の課題があると

いうふうに思います。 

 以上です。 
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○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 委員の方以外で、オブザーバーの方。 

○奥田オブザーバー（押尾代理） 石油連盟です。ありがとうございます。 

 石油備蓄に関してコメントさせていただきます。 

 原油のほぼ100％を輸入している我が国にとって、石油供給に障害が生じるような有事に備え

て国内で石油備蓄体制を維持・強化することは、他のＩＥＡ諸国に比べても重要性が高いと考え

ております。国内では既に民間備蓄、国家備蓄、さらには産油国共同備蓄と順次石油備蓄体制が

整備されてまいりましたが、昨今はホルムズ海峡付近でのタンカー襲撃や、サウジアラビアの石

油施設の攻撃といった事態が発生しております。こうした緊迫した中東情勢を踏まえますと、中

長期的には中東依存度の低減や、供給源の多様化という課題はありますが、まずは中東からの供

給途絶が発生し、それが長期化する可能性も視野に入れて、より強靱な対応体制の確保に向けて、

現在の備蓄水準や体制が十分か、さらには、より効果的な備蓄方式のスキームはないかといった

点をレビューすることは大変有意義ではないかと考えております。 

 こうした検討に当たりましては、精製・元売業界の意見についてもご配慮いただければ幸いで

ございます。 

 以上でございます。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 じゃ、田中委員、どうぞ。 

○田中オブザーバー（川口代理） 40ページの論点につきまして、３つほどコメントさせていた

だきます。 

 まず、多角化でございますけれども、これから供給先の多角化を進める上でも、やはりリスク

が高い地域に進出するニーズが高いわけでございますが、その意味でＪＯＧＭＥＣの支援制度が

非常に重要だと認識しております。 

 このＪＯＧＭＥＣの支援制度につきましては、さきの資源燃料分科会で、もう既に幾つか報告

されておりまして、例えば鉱区取得から開発・生産までのシームレスな支援とか、パイオニア探

鉱への審査の弾力化とか、海外地質構造調査をもう少し使いやすくするとか、あるいは先ほども

ありましたけれども、米国のシェール案件などの権益取得とか、Ｍ＆Ａは非常に短期の話でござ

いますから、迅速な対応をしていただきたい等、既に盛り込まれている事項についての早期の具

体化ということをお願いしたいと思います。 

 ２番目、環境問題でございますけれども、上流事業を展開する上でも地球環境問題への対応が

極めて重要だということは、私ども、よく認識しております。現在、政府として気候変動問題へ
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の対応を加速していただいておられると思いますが、同時に石油・天然ガスの重要性、必要性と

いうのは変わることはないわけでございまして、この点をしっかりアピールしていただくという

ことをお願いしたいと思います。 

 具体的な要望としまして、この中にありますＣＣＳとかＣＣＵＳとかＣＯ２－ＥＯＲとか、あ

るいは植林等々、これら全てコストがかかるものでございまして、このコストを下げる技術開発

とか、あるいは全体の導入環境の整備というのはこれからさらに加速していただきたいのですが、

現実、個別の上流開発プロジェクトにおいて、これらのコストがかかる対策費用を入れ込むとい

うことは、そのプロジェクトの経済性を下げること、収益性を下げることでございまして、そこ

の部分をＪＯＧＭＥＣ等の支援対象として広く拾っていただいて、積極的に対応していただきた

い。そういうことが資源国への事業参入のときの競争力強化にもつながるというふうに思ってお

ります。 

 ３番目、ＬＮＧでございますけれども、ＬＮＧの重要性、役割は極めて重要だということは当

然のことでございますし、ＬＮＧの安定供給確保のための施策の充実は重要でございますが、今

後、ＬＮＧ需要が増加する国、地域を意識して、中下流を含むバリューチェーン全体を視野に入

れた施策が非常に重要だと認識しております。具体的に新興国、先ほどアジアでの需要の伸びが

書かれておりましたけれども、そういうマーケットを創出するということが具体的に必要でござ

いまして、そういうガス需要の開拓とか、ＬＮＧ受け入れ基地等のインフラ整備、こういったと

ころをしっかり支援していただきたい。そういった部分についての資金面の支援拡大を検討して

ほしいと思っております。 

 これは業界用語でございますけれども、ガスデマンドクリエーション、デマクリとかいう略語

もございますけれども、ガスデマンドクリエーション、マーケット創出と開発というのは、一体

となって考えていかなければならないというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 それでは、渡辺さん、どうぞ。 

○渡辺オブザーバー 天然ガス鉱業会でございます。 

 石油鉱業連盟のほうからお話がありましたが、国際的な脱炭素化の動き、その対応が必要であ

るとの認識は、業界としても私どもとしても共有しているところでございますが、各企業がさま

ざまな対応を検討するに当たりまして、政府がイニシアチブを発揮していただくことを期待して

おるわけでございます。また、天然ガスについては、脱炭素化、炭素社会の過渡的なエネルギー
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にとどまるものではなく、今後も長期にわたってその利用を継続することが、環境面、経済性等

の観点より十分な合理性があると考えております。 

 それから、先ほど宮島委員から千葉の停電のお話がございました。議題から少し離れますが、

千葉県は新潟県に次いで第２位の国産天然ガスの産地でございます。今回の停電で国内天然ガス

生産操業にも少なからず影響がございましたけれども、各社の協力体制のもとで都市ガスへの供

給に支障を起こすことなく対応することができました。その復旧に当たりましては、政府より多

くのサポートを頂戴いたしましたことに感謝を申し上げます。 

 エネルギーセキュリティーの観点で申し上げますと、緊急災害時のエネルギー源としても、改

めて地産地消たる国産天然ガスの重要性がやはりあるものと理解しております。国産の石油・天

然ガスは、資源燃料政策の基盤となるものであると思います。その重要性は変わることがないと

思いますので、引き続き施策の着実な実施をお願い申し上げます。 

 以上です。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 じゃ、定光さん、どうぞ。 

○定光オブザーバー 委員の皆さんからＪＯＧＭＥＣに関してもいろいろと貴重なご指摘をいた

だきまして、我々としてもごもっともだなと思う点が多数ありましたので、いろいろ咀嚼させて

いただきながら検討させていただきたいと思います。 

 その上で、幾つかコメントをさせていただきますと、メタルに関しましては、やはり中下流も

含めてサプライチェーンをどう確保していくか、それから、いろんなリスクの高い案件に国がも

う少し踏み込んだリスクマネー供給ということをやっていくというのが、お聞きしていて大きな

新しい方向性なのかなと思いました。 

 それからあと、環境問題ですね。これは石油、天然ガス、メタルについても共通だというご指

摘がありましたけれども、これは宮島委員ですとか飯塚委員からもご指摘いただいたとおり、や

っぱり資源開発の現場に再エネの利用とかＣＣＳ、ＣＣＵＳの技術を抱き合わせでやっていくこ

とで、やっぱりこれは日本の新しいカードであったり、日本のソフトパワーということにもつな

げ得るということなのじゃないかと思うので、ぜひともそこは、これから日本の資源開発ビジネ

スの一つの大きな売りに育てるような形で、この場でも議論を具体化させていただければなと思

いました。 

 それから、ＬＮＧに関しましては、これも皆さんの共通のご指摘は、やっぱり需要国同士、バ

イヤー同士でどうやって連携してバイニングパワーを高めていくかということだと思うんですけ

れども、幸いＬＮＧの分野では、やっぱり日本の商社を含めて、ユーティリティー企業を含めて、
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かなりノウハウを蓄積して持っているということがあって、日本のそういう企業が、アジアなど

のこれからＬＮＧの需要を伸ばしていく国にいかに入っていってビジネスをしていくか。そこで

日本の企業が、いわゆる第三国でＬＮＧを引き取るという、そういうケースがこれからふえてく

るんだと思うんですけれども、そういう場合に対するＪＯＧＭＥＣも含めた日本の政策金融の支

援のあり方というのは、もう一度ちょっとそこは整理をする時期に来ているのかなというふうに

思いました。これは単にプラントがＬＮＧの受け入れ基地をつくるとか、発電所をつくるという

だけの話だとＪＢＩＣさんの範疇なんでしょうけれども、そういうところ、第三国で日本企業が

ＬＮＧを引き取るということが行われるのであれば、それは有事には日本にもダイバージョンが

可能だということだと思うので、そういう日本企業が引取権とか販売権とか処分権を持っている

ような、オーナーシップを持っているような場合については、これはエネルギーセキュリティー

にも資するということで、我々ＪＯＧＭＥＣの支援にもこれから対象にし得るのかなというよう

なことを個人的には聞いて考えたりいたしました。 

 それから最後、もう一点は、アメリカの戦略的重要性ということが私としては指摘させていた

だきたいと思っていまして、アメリカは今、シェール革命が起きていますけれども、上流だけ見

ていても、アメリカで起きている変化というのはまだ一面でしかなくて、シェールガス、シェー

ルオイルがたくさんとれるので、今アメリカはまだペトケミの大増産とか、イチレンクラッカー

を新しくつくるとか、そういう動きが中下流でできていて、加えてペトケミ産業が集積すると、

そこからたくさんＣＯ２がとれて、ＣＣＳ－ＥＯＲができる油田がたくさんアメリカにはあるの

で、これはうちのヒューストン事務所の人間がいろいろ調べてくれているんですけれども、オキ

シデンタルのようなアメリカの石油会社は、ＣＯ２ビジネスをこれからの中核にしていくと。な

ので、シェールをとってペトケミで製品化して付加価値化して、今度、そのＣＯ２をさらに再利

用していく。一部はＥＯＲして油田の生産性を高めるということにもつなげていこうということ

で、アメリカはまさに、こういうカーボンに関する新しいビジネスモデルのいろんなテストベッ

ドにならんとしているということも踏まえて、加えてシェールというのは、アメリカ以外のアル

ゼンチンとかオーストラリアにもこれから広がっていくということなので、世界広しとはいえ、

日本企業が上流でオペレーターシップをとれる数少ない国がアメリカだと思うんですよね。そう

いう意味で、アメリカの戦略的な重要性というのをもう少し総合的に考えて、そこにやはりまだ

もっともっと日本企業というのは食い込んでいく余地があると思うので、そういう対米進出支援

策みたいなことは、もう少し深掘りをしていただいてもいいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 
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 まだ少し時間がありますので、役所の方々、課長の方々からご発言いただければと思いますけ

れども。 

 最初、和久田さんからよろしいですか。 

○和久田政策課長 それでは、最初に、様々なご意見をいただきましてありがとうございました。

私の方から、まず包括的に幾つかコメントさせていただいた上で、個別の話は担当課長から説明

をいただきたいと思います。 

 まず、何人かの先生からご意見があった点としては、資源外交の点でオールジャパンでという

話が、これは所委員とか、それから平野創委員からございました。こちらにつきましては、私ど

もも大変同じ問題意識を持っておりまして、恐らく今までいろんな関係機関とか、予算もちょっ

といろいろまたがっていたりとか、私ども、部内でもいろんな担当課もあるものですから、いろ

いろな事業主体が個別の事業に応じてやっていた面もあると思うのですけれども、これはやっぱ

り資源外交といったことを考えたときには、やっぱり国毎にしっかり戦略を持って、色んなツー

ルを総合的に統一的にやっていかなければいけない。これは是非今日のご指摘を踏まえて、オー

ルジャパンでできるような仕組みをぜひ考えたいと思っていますし、例えば早稲田大学の研修な

り人材育成で出てきた課題が、もしかしたら別の機関でうまくやれば使えるかもしれない。こう

いった橋渡しを国なり国の機関が上手くできるような工夫というのは是非させていただきたいな

というふうに思っております。 

 それから、カーボンリサイクルについても幾つかご指摘がございまして、これは平野委員でし

ょうか。ボトルネックは何なのかというお話もございまして、私どもとしては、やはりイノベー

ションが重要ということで、このロードマップにも書いてあるのですけれども、相当程度まだ価

格差がある。要は、ＣＯ２を使った製品と既存の製品との間で相当程度価格差があるので、やっ

ぱりそれを埋めるためにはイノベーションをやらないと、とにかく使ってくれ、使ってくれと言

ってもなかなか難しいよねということで、したがって、国の研究開発資金も入れてしっかり支援

をしようと思っております。ただし、国の予算を入れればおしまいというのではなくて、これは

むしろ制度づくりとか、やっぱり仕組みづくりもあわせてやらないと市場は拡大していかないな

というのは認識しています。これは国内的にもそうですし、国際的にも各国と連携したり、そう

いった意味で、先ほどの９月の産学官の国際会議、おもしろいイベントとしてぶち上げるという

意味はあるものの、それだけではなくて、しっかりと今後国際的に連携して、彼らの自主的な制

度的な取り組みを誘引させて、それを国際的に連携していくためのある種のキックオフだと思っ

ておりますので、資金のみならず制度的なところも、しっかりこれはやっていく必要があるかな

というふうに思っております。 
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 それから、カーボンリサイクルについては、豊田委員のご発言の中で、ＪＯＧＭＥＣの活用と

いいますか、ＪＯＧＭＥＣとの連携のような話もございました。これはしっかり検討をしていき

たいというふうに思っております。 

 それから、宮島委員から、国民目線でというような話がありまして、これはそのとおりでござ

いますし、あと、宮島委員のコメントの中で、アメリカが自国主義に走って、日本の国力が衰え

てどうなっているんだ、どうするんだというような話がありました。その辺については、ちょっ

と資料の72ページをごらんいただければと思うのですけれども、これは８月26日の基本政策分科

会で、若干違うかもしれませんけれども、同じような問題意識を私どもは持っております。 

 72ページの右のほうを見ていただくと、今まで日本は需要国といいますとＩＥＡのメンバー国

の中である種守られていたというか、アメリカとか欧州と一緒に需要国としての位置づけを維持

し、中東を中心としたＯＰＥＣ中心の資源国に対峙をしていたというような構図があったものが、

今後日本の立場としては、アメリカも資源国になってしまうし、それから、欧州はどんどんグリ

ーンに走っているという中で、需要国は中国とインド、東南アジアなんかも出ていくという中で、

やっぱり需要国との連携も真面目に考えなければいけないし、資源国、それは中東のみならずア

メリカ、ロシアといった新資源国とも対峙しないといけないといったような問題意識を持ってい

まして、これは資源国、需要国、当然絡んでくるんですね。だから、資源国との関係でしっかり

とバーゲニングパワーを発揮するためには、この右下の矢印の需要国としっかり連携しないとパ

ワーが発揮できない。要は、ある種三位一体の仕組みにうまく対応していくための対応策という

のを私どもとしてはこれから考えていく必要があるかなというふうに思っております。大変問題

意識は共有しているところであります。 

 それから、最後に池内先生からの、まずは一定程度は中東に依存せざるを得ないと。ここにつ

いての考え方については、クリアにお話をするのはなかなか難しいのですが、ただ、今、中東依

存度88％というような現状、これはきっちり直視しなければいけないというふうには考えており

ますし、その一方で、私どもとしては、アメリカ、ロシア、さまざまな多角化を進めていく中で、

この現状を直視するというようなことで、なかなか一定程度がどのぐらいかというのは数字でお

示しするのは難しいのですが、こういった現状を踏まえて対応を考えていかなければいけないと

いうことは十分認識しております。 

 その上で、まさにご指摘のあった中東の中でのバランスといいますか、そういったものは、私

どももこれから、これまで以上に留意をして、中東の中のさまざまな国との付き合い方、それは

個々にきちんと考えて資源外交を進めていく必要があるかなというふうに考えてございます。 

 以上です。 
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○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 ほかに。じゃ、佐々木課長、いかがですか。 

○佐々木石油・天然ガス課長 多くの先生方からいろんな数多くのご意見を賜りましたので、可

能な限り私が考えていることを、お答えできるところはお答えさせていただければと思います。 

 所委員及び平野委員のほうから人材育成のお話を伺いました。特にＬＮＧの分野で今全面的に

それを打ち出しているところでありますけれども、ブランドイメージ、確かにそういうロゴがあ

るわけではありませんし、実は我々の中ではかなりの程度、ＪＯＧＭＥＣとＪＣＣＰにお願いを

しているところが大きいと思っていますけれども、より統一感を持った、ないしは先ほど和久田

課長のほうからも申し上げましたように、横連携というか、つなぐというような観点も含め、よ

り効果的な人材育成というか、より資源外交のツールとして、ないしはエネルギーセキュリティ

ーの確保の観点で重要な、効果のある形の人材育成というのは今後考えていければというふうに

思ってございます。 

 それとあと、平野先生初め多くの委員の方々から需要国連携とか、平野委員のほうから共同調

達といったようなお話もいただきました。需要国同士で連携をしてバーゲニングパワーという発

想、ないしは需要を創出して、そこに日本勢が例えばＬＮＧを持ち込む、そういった権利を持っ

ていれば、いざというときに日本に仕向地を変更してもらうことができるような、そういったメ

リットもある一方で、やはり需要国というのは資源をとるという意味では競争相手であるという

のも、同じ玉をとり合う相手でもありますので、日本にとって本当に意味のある、ないしは日本

にとって連携することで、日本もちゃんと裨益をするような需要国同士の連携というのは一体何

なのか。それは、先ほど定光オブザーバーのほうからお話がありましたように、単に発電所を建

てて需要をつくるだけではなくて、そこに日本勢がＬＮＧを持ち込む契約がくっつけば、いざと

いうときに日本に持ってこられる可能性が高まるという意味では、単なる発電所建設という意味

では同じでも性格が違うというところがございますので、その辺の違いをしっかり理解をした上

で、私ども、必要な施策を講じていければというふうに思ってございます。 

 そういう意味で、島委員のほうから与信管理の方法というご質問をいただきました。特別な何

か与信管理でハードルを下げるといったようなことというよりも、むしろ政策金融を含め、さま

ざまな政府が用意しているファイナンスの面での支援の提供の場面において、第三国への例えば

ＬＮＧの供給のプロジェクト等であっても、今までであれば、ともすれば日本にＬＮＧないしは

原油を持ってくることが日本のエネルギーセキュリティーに資するんだから、日本に持ってこな

いようなプロジェクトというのは支援の対象であるべきなのかという議論があったわけですけれ

ども、そこは明確に、第三国に供給する、ないしは市場の拡大につながるという形で日本がエネ
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ルギーセキュリティー上も裨益をするということであれば、それは政策的に支援をしてしかるべ

きであろうと、そういう発想で物を見るということを考えているということでありまして、ロー

ンであれば、当然ながら相手の信用度ないしは信用リスクというのを評価しなければいけないん

ですけれども、ただ、そのときに、より現実に即した現場の、例えば国営じゃなくても事実上国

営であるとかいったようなきめ細かな対応というのがお願いを、例えばＪＢＩＣさんとかＮＥＸ

Ｉさんとかにはお願いをしているところでありますし、今後ＪＯＧＭＥＣのあり方なんかも検討

をして、ＪＯＧＭＥＣで何かできるかどうかも改めて検討していきたいというふうに思ってござ

います。 

 あと、中東の中での多角化という話、先ほど和久田課長のほうからもありましたけれども、単

に油を買うというだけではなくて、私ども石油・天然ガス課でやっています上流権益の獲得とい

う意味でも、少しは多角化という視点を、中東からの多角化も当然意識はするんですけれども、

中東の中での多角化も権益獲得という観点でも意識をしたいというふうに思ってございます。 

 あと、ＬＮＧのセキュリティー、安定供給確保の話、備蓄がなかなか難しいので、どういう取

り組みをするのかといったようなご指摘も幾つかいただきました。これも、確かに貯めておくの

は難しいＬＮＧでありますので、貯めておくことに代替できる手段というのが一体何なのか。い

ざ足りなくなったときに持ってこられるようにするための、例えば先ほど出た需要国同士で共同

調達というお話は、共同で調達するだけではなくて、共同融通するということがもしくっついて

くれば、これは緊急時の安定供給確保にもつながり得ますので、そういった視点も含めて、どう

いうふうに日本にとっていいのか、その形は、ちょっとこれから考えていきたいというふうに思

っています。 

 すみません、長くなりました。以上です。 

○平野（正）委員長 小泉さん、いかがでしょうか。 

○小泉石油精製備蓄課長 石油精製備蓄課長の小泉でございます。本日はどうもありがとうござ

いました。 

 備蓄に関連して、平野先生から、災害時なんかも含めて、最終的な需要家にちゃんと切れ目な

く届く、これが大事だということで、川下というか、現場に近いところも含めて、製品も含めて、

しっかり備蓄なり、その活用の方策をということなんですけれども、やはりそのとおりでござい

まして、もちろん備蓄だけではなくて、サプライチェーン全体、あるいはオペレーション全体と

して、災害時はもちろん緊急時もどうやって供給を切らさずやっていくか、これは石油元売、あ

るいは流通も含めてしっかり、備蓄をどう使っていくか、オペレーションのところも含めて連携

協力みたいなものも含めて考えていくということではないかと思います。 
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 それから、国備について、価格によって少し高いとき、安いときに出したり買ったりするとい

う仕組みというご指摘もございました。それはちょっとシステマチックにやるのはなかなか難し

い。これは備蓄については価格を調整するために持っているものではないという建前もございま

すので、あるんですけれども、ただ、油種入れかえのときとか、そういうときについて、はそう

いった視点も勘案していく要素というのはあるんではないかと思います。 

 それから、エネ研の豊田委員からは、日本の備蓄、アジア全体のセキュリティーを高めるため

に、例えばチケット備蓄みたいなお話もございました。もちろんこれは経済性の問題もあるので、

それも勘案しつつということなんですけれども、それ以外の方策も含めて、日本の備蓄というも

のをアセットとしてどうアジア全体のセキュリティー向上に役立てていくかと、こういうことを

考えていく必要があろうかと思っております。 

 それから、石連のほうから、これは備蓄をどういうふうにオペレーションしていくかという観

点も含めて、石油元売各社とも連携をしつつ、もちろん石連さんとも連携をしつつ、緊急時の体

制を考えていきたいと思いますので、また引き続きご協力をお願いしたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○平野（正）委員長 大東さん、どうぞ。 

○大東鉱物資源課長 鉱物資源課長の大東でございます。 

 きょう、委員の皆様方からは、基本的にメタルに関してはサプライチェーン全体を見ながら、

弱いところはしっかり強化をすべきだということであったかと思います。その際、資源外交をし

っかりしていくということは、現在確保されている商流をきちんと維持するためにもやるべきで

あるし、権益獲得の際には、環境なり技術なり、色々な日本の優位であるところをうまく取り込

む、使う形でやってはどうかということと、あと、飯塚先生からは、デジタル化といった観点も

含めて日本の技術をうまく使う形でやったらどうかということでございました。そういうことを

踏まえた上で、しっかりと今後対応していきたいと思っております。 

 １点だけ、所先生にさらにコメントをいただきたいのですが、資源分野の大学教育について、

先ほど海外の方の受け入れについては連携しながらやっていくべきであるが、他方で、大学の中

でもいろいろしんどい、いろいろカリキュラムが難しくなってきているということでご発言があ

ったかと思います。きょう、欠席されている縄田先生からも、資源・燃料分科会本体のほうで、

資源系の大学そのものがかなり疲弊しているというお話があったかと思います。そうすると、先

ほどお話があった日本の外交カードに使っていくべき技術の強みの部分について、今はいいのか

もしれませんけれども、長い目で見るといずれ弱っていくということかと思いますので、現在の

大学の状況について、もう一言、ちょっとコメントをいただければと思います。 
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○所委員 ありがとうございます。 

 資源に関するカリキュラムに関して、大学の現状ですけれども、以前は、例えば私が専門とす

る鉱物資源では、見つけてくるところから、掘るところから、最後、精製するところまで、一つ

の大学が全ての技術と、それから研究の要素を備えていました。そのような大学が国内に複数存

在していたという状況だったと思います。それが昨今のいろいろな技術の多様化と、各技術や研

究を深化していかなければいけないという状況の中で、各大学において、競争力のある強いとこ

ろだけが生き残ってきたというのが現状です。その結果、必ずしも一つの大学において、石油や

鉱物資源を上流から下流まで全部教育研究できるようにカリキュラムがそろっているわけではな

いというのが、今の大学の現状ではないかと思います。 

 そんな中で海外の方を受け入れた際に、海外の方というのは必ずしもどこか1つの技術だけを

深く研究開発しようと思って日本に来られているわけではなくて、どちらかといえば幅広く俯瞰

的に日本の現状とサプライチェーン全体を見たいという要望を持って来られるわけです。そこの

ニーズとシーズが現状ではマッチしていないところがあるので、そういった意味で、私はオール

ジャパンでカリキュラムを提供することの重要性を発言させていただきました。 

 各大学が競争力を持っている分野については、これからも各研究者が強化して研究開発してい

けばいいんですけれども、それらの横串を通す部分はシステムづくり、仕組みづくり、連携が強

く必要であると思います。このような補足でよろしいでしょうか。 

○大東鉱物資源課長 海外の方向けという観点と、日本の本来の国力の部分というところについ

て、大学がそういう能力を引き続き持ち続けているかどうかということで言えば、今おっしゃっ

たことと同じという趣旨でよろしいでしょうか。○所委員 はい、そうです。日本の国内におい

ても、人材育成を考えますと、必ずしも一部の分野だけに特化して勉強した学生が、この資源分

野を支えていけるかというと、必ずしもそういうことではございません。資源分野において、日

本が対外的に影響力を持つためにも、日本で育った人材はこれからグローバルに活躍していただ

かなければ、もちろんいけないわけで、そういった人材を育成していくためにも、各大学のそれ

ぞれの強みを生かした連携というのが強く求められております。また、各分野が個別に孤立する

ことによって競争力を失っていくというようなことは避けなければならない。そのためには個別

の研究者の努力も必要ですが、仕組みづくりもまた必要だというふうに思っております。 

○平野（正）委員長 ありがとうございました。 

 もう時間になってしまいましたが、活発なご議論、ありがとうございました。私のほうでも幾

つかキーワードを拾わせていただきましたので、この後、事務局とも相談をしながら、次のディ

スカッションにぜひつなげていきたいというふうに思っています。 
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 それでは、連絡事項があれば事務局のほうからお願いいたします。 

○和久田政策課長 本日はご議論いただきましてありがとうございました。 

 本日ご議論いただきました内容を踏まえまして、次回の小委員会の日程については、事務局か

らまた別途ご案内させていただきます。 

 以上でございます。 

 

３．閉会 

○平野（正）委員長 ということで、本日は長時間ご議論に参加いただきましてありがとうござ

いました。 

 これでもって流会としたいと思います。 

－了－ 

 


